
朝倉市元気クラブ（介護予防普及啓発事業）委託に係るプロポーザル実施要領 

 

１．業務名称 

朝倉市元気クラブ（介護予防普及啓発事業）委託 

 

２．業務の目的 

  「介護予防・日常生活支援総合事業」の一般介護予防事業として、生活機能が低下しが

ちな高齢者に対し、住民主体の通いの場を提供し、生活機能の維持向上のための簡単な

機能訓練等やセルフケアのサポートを行うことにより、高齢者の在宅での自立支援や社

会参加を行うことを目的とします。 

 

３．公募する事業者の設置圏域 

  朝倉市内の下記の設置圏域に各１事業者を募集します。 

設置圏域 設置数 高齢者人口 

秋月・甘木圏域 

（南陵・十文字圏

域利用者含む） 

 

１ 

 

 １２，６３９人 

（秋月・甘木圏域） 7,020人 

（南陵・十文字圏域）5,619人 

比良松・杷木圏域 １ ５，３７４人 （比良松・杷木圏域）5,374人 

  ※高齢者人口は、令和６年１０月３１日時点のものです。 

  ※利用者は、圏域にこだわらず全域から受け入れることとします。 

 ※秋月・甘木圏域の利用者が増えた場合（２０名を目安とし協議を行う）は、南陵・十

文字圏域に新たに設置する可能性があります。その場合、秋月・甘木圏域の受託事業

者が、南陵・十文字圏域も実施することとします。 

 

４．業務内容 

  仕様書のとおり 

 

５．履行期間 

  令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

６．委託料の上限（１圏域あたり） 

  令和７年度   ３，７６９，４８０円（消費税及び地方消費税を含む） 

  令和８年度   ３，７６９，４８０円（消費税及び地方消費税を含む） 

  令和９年度   ３，７６９，４８０円（消費税及び地方消費税を含む） 

  総   額  １１，３０８，４４０円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

７．選考方法 

  公募型プロポーザル方式により選考 



８．応募資格 

（１）申込者の応募資格 

  介護保険法の趣旨を理解し、介護予防普及啓発事業について企画・実施能力があり、 

介護予防・日常生活支援事業等に関し業務の実績がある法人 

 （２）欠格事項 

    次のいずれかに該当する者は応募資格を有しないものとします。 

①禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者 

②朝倉市において懲戒免職の処分を受け当該処分の日から２年を経過しない者 

③日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴

力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

④地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の規定による

指定管理者の取り消しを受けたことがあり、その取り消しの日から２年を経過し

ない者 

⑤地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当す

る一般競争入札に参加できないこととされている者 

⑥朝倉市指名停止等措置要綱による指名停止を受けている者 

⑦納期の到来している国税、県税又は市税を滞納している者 

⑧会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく会社整理の申立て又は通告 

 がなされた者及びその開始命令がされている者 

⑨民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申し立て

がなされた者及びその開始決定がされている者 

⑩会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申し立て

がなされた者及びその開始決定がされている者 

⑪破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続き開始の申立てがなされ

た者及びその開始決定がされている者 

⑫暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２項に規定する暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者 

⑬介護保険法に規定される指定欠格事由に該当する者 

 

９．スケジュール（なお、日程は都合により変更する場合があります。） 

 内容 期間及び提出締切 備考 

１ 公募型プロポーザル公告 令和６年１１月２２日（金）  

２ 質問受付期限 令和６年１２月４日（水）  

３ 質問に対する回答 令和６年１２月６日（金）  

４ プロポーザル参加申込締切 令和６年１２月１３日（金）  

５ プロポーザル参加資格審査結果通知 令和６年１２月２３日（月）  

６ 企画提案書の提出期限 令和７年１月８日（水）  



７ プレゼンテーション 令和７年１月１７日（金） （予定） 

８ 審査結果の通知 令和７年１月２２日（水） （予定） 

９ 契約締結 令和７年２月中 （予定） 

１０ 事業開始時期 令和７年４月１日（火）から  

 

１０．質問の受付及び回答 

本業務及び提出書類に関する質問方法及び回答については、下記のとおりとします。

なお、審査（評価）に係る質問は一切受け付けません。 

 （１）質問期間 

    令和６年１１月２２日（金）から令和６年１２月４日（水）午後５時まで 

 （２）質問方法 

    「質問書」（様式あり）により電子メール又はＦＡＸにて送信してください。電子 

メール又はＦＡＸ以外での質問は一切受け付けません。 

    宛先：朝倉市役所 介護サービス課 高齢者支援係 

    電子メールアドレス：kaigo-sien@city.asakura.lg.jp 

    ＦＡＸ番号：０９４６－２３－１５３６ 

 （３）回答 

令和６年１２月６日（金）までに質問者の名前を伏せて市ホームページにて回答し 

ます。  

 

１１．プロポーザル参加申込書の提出 

 （１）提出期限 令和６年１２月１３日（金）午後５時まで 

 （２）提出場所 朝倉市役所 介護サービス課 高齢者支援係 

 （３）提出方法 持参又は郵送 

         ※土日祝を除く 

         ※郵送の場合は、令和６年１２月１３日（金）必着 

 （４）提出書類  

    ①プロポーザル参加申込書（様式１)  １部 

     ※希望する設置圏域が２圏域の場合はそれぞれに参加申込書を提出ください。 

②一般競争（指名競争）入札参加資格申請書提出書類一式 １部 

・「一般競争（指名競争）入札参加資格審査申請書（物品及び役務の提供）」

表紙及び別紙①～③ 

・誓約書 

      ・役員等調書及び照会承諾書 

      ・営業所一覧表（自社様式でも可） 

      ・営業経歴書（２か年分） 

          ・決算書（写し可・直近２か年分） 

      ・登記事項証明書（写し可）（３か月以内のもの） 
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      ・使用印鑑届 

      ・委任状 

      ・滞納の無い証明書（写し可） 

       ※写しを添付される場合には、原本証明をお願いします。 

 （５）申込書類等について 

    申込書類等は、朝倉市役所介護サービス課高齢者支援係で配布するほか、市ホーム 

ページよりダウンロードできます。 

 

１２．参加資格審査の実施 

（１）提出された申込書類により参加資格を審査し、結果を令和６年１２月２３日（月）

までに電子メール及び文書にて通知します。 

（２）参加承認を受けない限り、本プロポーザルには参加できません。なお、必要書類を

提出したにもかかわらず、電子メールによる通知が１２月２３日（月）午後５時まで

にない場合は、朝倉市役所介護サービス課高齢者支援係まで連絡確認してください。 

 

１３．企画提案書等の提出 

（１）提出期間 令和６年１２月２３日（月）～令和７年１月８日（水）午後５時まで 

        ※土日祝を除く 

（２）提出書類 

    ①企画提案書（様式２） 

社印及び代表者印を押印してください。 

    ②業務実施体制等（様式３） 

業務責任者及び人員体制は、本業務に関わる予定者について、分担する業務内容 

等も含めて記入してください。 

    ③提案内容書（様式４） 

     Ａ４版片面２０枚以内とします。 

    ④見積書及び内訳書（様式５－１～５－３） 

 （３）提出部数 

    ・提出書類①～④すべて ８部（正本１部、副本７部） 

 （４）提出書類の留意点 

    提出書類はＡ４版縦型フラットファイルに左閉じとします。 

 （５）希望する設置圏域が２圏域の場合は、それぞれに提出してください。 

     

１４．提出書類作成にかかる留意点 

（１）企画提案書は、「仕様書」に基づき、おおむね下記の項目について企画提案を行う

こととします。 

①業務の実績内容について 

②業務実施体制について（従事予定者の経験、資格等含む） 

③業務の実施方針について 



④業務のプログラムについて 

⑤１日の従事者の体制について 

⑥市や地域包括支援センターとの連携や地域資源の活用方法について 

⑦介護予防サポーターの活用について 

⑧介護予防手帳の活用について 

⑨利用者のセルフケアの支援について 

⑩安全管理体制について 

⑪個人情報の保護について 

⑫その他提案事項について 

（２）提出期限後の提出書類の再提出及び差し替え、追加は原則認めません。ただし、組

織変更等やむを得ない場合の業務実施体制変更については可とします。 

（３）見積書のあて先は、「朝倉市長」とし、社名及び代表者氏名を記載の上、社印及び

代表者印を押印し、見積提出日を記載してください。 

 

１５．プロポーザルの辞退 

 参加申込書又は企画提案書の提出後に、本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、

辞退理由を記載した辞退届（任意様式）を担当部署へ持参又は郵送してください。 

 

１６．プレゼンテーション 

提出された企画提案書等の内容について、下記のとおりプレゼンテーションを実施し

ます。 

（１）プレゼンテーションの実施予定日は、令和７年１月１７日（金）午後とし、１事業

者につき持ち時間を３０分間（提案書説明２０分間、質疑応答約１０分間）とします。

なお、時間帯については、市担当者が指定するものとし、令和７年１月１４日（火）

までに電子メールにて申込事業者に連絡します。 

（２）プレゼンテーションへの参加人数は、３名以内とします。プレゼンテーションにお 

いて必要な機材は、提案事業者が用意してください。ただし、プロジェクター及びス 

クリーンが必要な場合は事務局にて準備しますので事前に連絡してください。 

 

１７．選定審査基準 

   プロポーザルは以下の審査基準に基づき、選定委員会が審査します。 

 （１）企業の能力 

    ①企業の経営健全度について 

    ②業務実績 

 （２）実施体制 

    ①実施体制の適否 

    ②予定従事者の経験、資格等 

 （３）企画提案内容 

    ①実施方針の妥当性、業務の目的や内容の理解度 



    ②提案の創造性、実現性 

    ③情報保護対策の取組について 

    ④追加提案の適格性、業務に対する姿勢 

    ⑤見積及び内訳書の妥当性 

    ⑥プレゼンテーションの表現能力及び質問に対する回答の適格度 

 

１８．審査結果 

選定委員会開催後、全提案事業者に電子メールにて採否を通知した後、文書にて通知

します。 

審査の結果については、市ホームページ上で公表します。 

 

１９．契約の締結 

（１）審査の結果、最も優れた提案事業者を特定し、本業務の契約交渉を行います。 

（２）契約交渉が成立しない場合は、次点の事業者と契約交渉を行います。   

（３）提案事業者は、審査の経緯及び結果についての異議申し立てを行うことはできませ

ん。 

 

２０．契約保証金 

 （１）金額 

    契約金額の１００分の１０以上 

 （２）納付期限 

    見積決定から原則として７日以内 

 （３）免除 

    ①契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結 

したとき。 

②契約の相手方が過去２箇年の間に本市並びに国、他の地方公共団体と種類及び 

規模をほぼ同じくする（単年度契約額×０．８以上の金額）契約を数回（２回） 

以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行し、かつ契約を履行しな 

いこととなるおそれがないと認めるとき。 

 （４）納付方法 

    ①納付書にて現金納付 

    ②銀行発行の保証書を本市に預ける 

    ③定期預金通帳・証書を本市に預ける 

 （５）還付 

    契約の履行後（令和１０年４月１日以降） 

 （６）根拠法令 

    朝倉市契約に関する規則（平成１８年３月２０日、規則第５１号）第２９条 

 

 



２１．その他 

（１）参加申込書を提出し、担当課の承認を受けた場合でも、必要書類を提出しない場合、

本プロポーザルには参加できません。 

（２）提出書類の記載内容に関する責任は提出者が負うものとし、記載内容に関する虚偽

が判明した場合は、参加資格の取り消し、及び指名停止処分を通知する場合がありま

す。 

（３）本プロポーザルに要する費用は、提案事業者の負担とします。 

 （４）提出された書類の返却は行いません。 

 

２２．問い合わせ先（事務局） 

   〒８３８－８６０１ 福岡県朝倉市菩提寺４１２番地２ 

朝倉市 保健福祉部 介護サービス課 高齢者支援係 

   電話 ：０９４６－２８－７５９０ 

   ＦＡＸ：０９４６－２３－１５３６ 

   メール：kaigo-sien@city.asakura.lg.jp 

 


